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伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課
☎
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２
１
１
１
（
内
線
１
１
５
３
～
４
）

問

「
全
国
一
斉
特
設
人
権
相
談
」

実
施
し
ま
す
！

　

昭
和
24
年
（
１
９
４
９
年
）
６
月

１
日
に
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ

れ
ま
し
た
。

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
は
、
毎
年
６
月
１
日
を
「
人
権

擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
人
権
擁

護
委
員
制
度
の
周
知
と
人
権
尊
重
思

想
の
普
及
高
揚
を
呼
び
か
け
て
い
ま

す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の

人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
常
に
注

意
を
払
い
、
も
し
、
人
権
が
侵
害
さ

れ
た
と
き
は
、
そ
の
相
談
を
受
け
、

被
害
救
済
の
た
め
に
速
や
か
に
適
切

な
処
理
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
人
権
の
大
切
さ
に
つ
い

て
、
街
頭
啓
発
や
講
演
会
な
ど
を
通

じ
て
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め

の
活
動
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

　

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
来
る
６
月
１
日
に
「
全
国
一
斉

特
設
相
談
」
を
開
催
し
、
全
国
的
に

人
権
擁
護
委
員
の
周
知
を
図
り
ま

す
。

　

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

も
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
に
ち
な

み
、
次
の
と
お
り
、
特
設
人
権
相
談

を
実
施
し
ま
す
。
地
元
の
人
権
擁
護

委
員
が
、
人
権
問
題
等
で
お
困
り
の

方
の
ご
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
日
時
】

　

６
月
９
日
㈬　

午
前
10
時
～
正
午

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分　

【
場
所
】

　

板
橋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

【
料
金
】　　

無
料

【
予
約
】　　

不
要

【
相
談
員
】　　

　

人
権
擁
護
委
員
・
法
務
局
担
当
官

　

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ

れ
ま
で
の
相
談
に
加
え
、
６
月
か
ら

新
た
に
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相

談
を
実
施
し
ま
す
。

【
内
容
】　

　

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
や
多
重

　

債
務
相
談
な
ど
の
法
的
ア
ド
バ
イ

　

ス
【
期
日
】　

　

６
月
10
日
㈭　
　

７
月
８
日
㈭

　

８
月
19
日
㈭　
　

９
月
９
日
㈭

　

10
月
14
日
㈭　
　

11
月
11
日
㈭

　

11
月
18
日
㈭　
　

12
月
９
日
㈭　

　

平
成
23
年　

　

１
月
13
日
㈭　
　

１
月
27
日
㈭

　

２
月
17
日
㈭　
　

３
月
10
日
㈭

【
時
間
】

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分　
　

　
　
　
　
（
※
1
人
30
分
、
予
約
制
）

【
場
所
】　

　

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
谷
和
原

　

庁
舎
１
階
）

【
定
員
】　

　

1
日
あ
た
り
６
名
（
先
着
順
）

【
利
用
条
件
】

　

市
内
在
住
・
在
勤
の
方

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】　

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

・
同
じ
相
談
を
継
続
し
て
希
望
す
る

　

方
（
１
回
の
み
）

・
現
在
、
調
停
ま
た
は
裁
判
中
の
方

・
法
人
な
ど
営
業
や
営
利
に
関
す
る

　

こ
と

※
相
談
に
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
相
談
員
も
同
席
し
ま
す
。

【
予
約
受
付
時
間
】　

　

月
～
金
曜　

午
前
9
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
４
時
30
分
（
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

「
無
料
弁
護
士
相
談
」

　

平
成
21
年
度
は
解
体
工
事
が
終
了

し
、
楼
門
全
体
を
揚あ
げ
や屋

し
て
、
基
礎

の
修
復
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

屋
根
部
分
は
、
協
議
の
結
果
、
現

在
の
小
屋
組
に
変
更
し
た
明
和
８
年

（
１
７
７
１
年
）
の
時
期
の
構
造
に

復
旧
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
維

持
管
理
も
考
慮
し
て
、
本
堂
の
上
部

屋
根
と
同
じ
栩と
ち
ぶ
き
が
た

葺
型
銅
板

葺ぶ
き

で
の
整
備
に
な
り
ま

す
。

　

解
体
が
進
む
中
で
数
々

の
墨ぼ
く
し
ょ書
が
発
見
さ
れ
た
楼

門
で
す
が
、
建
立
は
元
禄

13
年
（
１
７
０
０
年
）
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し

た
。

　

１
７
０
０
年
と
い
え

ば
、「
生
し
ょ
う
る
い
あ
わ

類
憐
れ
み
の
令
」

で
有
名
な
５
代
将
軍
徳
川

綱つ
な
よ
し吉

が
在
職
し
て
い
た
時

代
で
、
近ち
か
ま
つ
も
ん
ざ
え
も
ん

松
門
左
衛
門
や

松ま
つ
お
ば
し
ょ
う

尾
芭
蕉
と
い
っ
た
、
文

化
人
を
生
ん
だ
元
禄
期
で

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
水

戸
黄
門
で
お
な
じ
み
の
徳

川
光み
つ
く
に圀

が
73
歳
で
没
し
た

年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
つ
く
ば
み
ら

い
市
周
辺
は
、
関
東
各

　

揚
屋
工
事
中
の
様
子

地
の
治
水
・
新
田
開
発
を
進
め
た

伊い
な
た
だ
つ
ぐ

奈
忠
次
の
跡
を
継
ぐ
、
伊い
な
た
だ
の
ぶ

奈
忠
順

が
代
官
頭
・
関
東
郡
代
を
勤
め
て
い

た
時
代
で
し
た
。

　

現
在
の
工
事
は
、
こ
の
よ
う
な
時

代
か
ら
３
１
０
年
の
時
を
経
て
、
大

規
模
な
修
理
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。

県
指
定
文
化
財

　
　
「
不
動
院
楼
門
」
の
修
理
状
況
（
２
）

　
　
　

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
25

︲
３
２
８
８

問
申

つくばみらいＮｅｗｓ！




